
三次市教育委員会告示第１０号 

 

 

 三次市高校生地域活動支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

 

  令和３年３月１２日 

 

 

三次市教育委員会教育長 松 村 智 由 

 

 

三次市高校生地域活動支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は，地域に開かれた高等学校を推進するため，高校生が取り

組む地域振興又は地域貢献に関する活動など，高等学校が行う郷土に愛着と

誇りを持つ人材の育成に資する事業又は学習活動に要する経費について，予

算の範囲内で，三次市高校生地域活動支援事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付するものとし，その交付については，三次市補助金等交付規則

（平成１６年三次市規則第６５号）に規定するもののほか，この告示に定め

るところによる。 

（補助金交付対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は，次の各号のいずれかに該当する団体等とする。 

⑴ 三次市の区域内に所在する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定

める高等学校（以下「高等学校」という。）において，高校生の教育振興の

推進を目的として組織された団体 

⑵ 高等学校のクラス単位，部活動単位，グループ単位等で，クラス担任や

部活動顧問等の代表者がいる団体等 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，郷土に

愛着と誇りを持つ人材の育成に資する事業，学習活動，ボランティア活動，

福祉活動等とする。 



（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付対象経費（以下「補助対象経費」という。）は，補助対象

事業の運営に必要な消耗品購入費，通信運搬費，印刷製本費，謝礼及び交通

費に要する費用のほか，補助対象事業の実施に必要と認められる費用とする。

ただし，次に掲げるものは，補助対象経費としない。 

⑴ 補助対象事業を実施する高等学校等の教職員及び高校生の労務費 

⑵ 飲食費 

⑶ 備品購入費 

⑷ その他補助金の交付の対象として適当でないと認められる経費 

２ 補助対象事業による収入がある場合は，補助対象経費の総額から当該収入

額を控除した額を補助対象経費として扱うものとする。 

３ 補助金の額は，前項の収入額控除後の補助対象経費とし，補助対象事業１

件当たり２０万円を限度とする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請団体」という。）は，三

次市高校生地域活動支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に

掲げる書類を添付して，教育長に提出するものとする。 

⑴ 三次市高校生地域活動支援事業計画書（様式第２号） 

⑵ 三次市高校生地域活動支援事業収支予算書（様式第３号） 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，教育長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第６条 教育長は，前条に規定する補助金交付申請書を受け付けたときは，そ

の内容を審査のうえ，補助金の交付が適当と認めたときは，補助金の交付及

び額の決定を行い，三次市高校生地域活動支援事業補助金交付決定通知書

（様式第４号）により，申請団体に通知するものとする。 

２ 教育長は，前項の交付決定に当たり，補助金交付の目的を達成するために，

必要な条件を付することができる。 

（実績報告） 

第７条 申請団体は，当該補助事業が完了した日から起算して３０日を経過し

た日又は当該補助事業が完了した日の属する会計年度が終了する日のいず

れか早い日までに，速やかに三次市高校生地域活動支援事業補助金実績報告

書（様式第５号）に次の書類を添付して，教育長に報告しなければならない。 

⑴ 三次市高校生地域活動支援事業実績書（様式第６号） 



⑵ 三次市高校生地域活動支援事業収支決算書（様式第７号） 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，教育長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第８条 教育長は，前条に規定する実績報告書を審査し，補助金交付の目的及

びこれに付した条件に適合すると認めたときは，三次市高校生地域活動支援

事業補助金交付確定通知書（様式第８号）により，申請団体に通知するもの

とする。 

（補助金の請求） 

第９条 前条の規定により補助金の確定を受けた者又は概算払・前金払により

補助金を受けようとする者は，遅滞なく三次市高校生地域活動支援事業補助

金交付請求書（概算払・前金払）（様式第９号）を教育長に提出するものとす

る。 

（補助金の交付） 

第１０条 補助金の交付は，第８条の規定により交付すべき補助金の額を確定

した後に行うものとする。ただし， 事業の目的を達成するために教育長が

特に必要と認めるときは，概算払により補助金を交付することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，事業の目的を達成するため教育長が特に必要が

あると認めたときは，前金払により補助金を交付することができる。 

（補助金の返還） 

第１１条 教育長は，補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当す

るときは，補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

⑴ この告示の規定に違反したとき。 

⑵ 事業の実施について，不正の行為が認められるとき。 

（関係書類の整備） 

第１２条 申請団体は，補助対象事業にかかる経費の収支を明らかにした書類，

帳簿等を常に整備し，これを５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか，補助金の交付及び交付方法に関し必

要な事項は，教育長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，令和３年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 



２ この告示は，令和６年３月３１日限り，その効力を失う。 

 （当該高等学校への交付限度額） 

３ 第４条第３項の規定にかかわらず，当該高等学校への補助金の交付額は，

１会計年度当たり６０万円を限度とする。 

（他制度との調整） 

４ 申請団体に対する国，広島県，三次市（行政委員会等を含む。）等が行う制

度に基づく措置とこの告示に基づく措置とが重複して適用される場合のこ

の告示の適用については，教育長が別に定める。 

  



様式第１号（第５条関係） 

 

三次市高校生地域活動支援事業補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

 

三次市教育委員会教育長 様 

 

住      所 

団 体 の 名 称 

（役職）代表者氏名               

 

  年度三次市高校生地域活動支援事業補助金として，次のとおり交付

してください。 

 

１ 交付申請額    金        円 

 

２ 添付書類 

 ⑴ 三次市高校生地域活動支援事業計画書（様式第２号） 

 ⑵ 三次市高校生地域活動支援事業収支予算書（様式第３号） 

 ⑶ その他（参考となる資料等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

 

三次市高校生地域活動支援事業計画書 

 

事業の名称  

事業の実施地域  

事業主体となる高等

学校の名称，代表者氏

名，役職，連絡先及び

担当者氏名 

 

電話番号：（  ） －   担当者： 

事務局の所在地（活動

の拠点となる施設） 

 

地域の現状と課題 

【現状】 

【課題】 

事業の目的 

 

事業内容 

 

そ の 他 

 

注 詳細な事業日程や事業内容，名簿，規約等の参考になる資料があれば添付

すること。 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

 

三次市高校生地域活動支援事業収支予算書 

 

１ 収 入                         （単位：円） 

区 分 予 算 額 積 算 根 拠 

   

   

   

合 計   

 

２ 支 出                         （単位：円） 

区 分 予算額 

 
補助金等 

充当額 
積 算 根 拠 補助対象 

経費 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

合 計     
 

 

 



様式第４号（第６条関係） 

       年  月  日 

 

 様 

 

三次市教育委員会教育長    印  

 

三次市高校生地域活動支援事業補助金交付決定通知書 

 

 

      年  月  日付けで申請のあった    年度三次市高校生

地域活動支援事業補助金については，三次市高校生地域活動支援事業補助金

交付要綱第６条の規定に基づき，次のとおり交付の決定をしたので通知しま

す。 

 

１ 交付決定額       円 

 

２ 交付の時期 

 

３ 交付の条件 

 

４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第７条関係） 

 

三次市高校生地域活動支援事業補助金実績報告書 

 

  年  月  日   

 

三次市教育委員会教育長 様 

 

住       所 

団 体 の 名 称 

（役職）代表者氏名               

 

 年  月  日付け三次教文指令第  号で交付決定通知のあった， 

    年度三次市高校生地域活動支援事業が完成しましたので，関係書類を

添えて報告します。 

 

１ 補助金の交付決定額及びその精算額 

  交付決定額 金         円 

  精算額   金         円 

 

添付書類 

⑴ 三次市高校生地域活動支援事業実績書（様式第６号） 

⑵ 三次市高校生地域活動支援事業収支決算書（様式第７号） 

⑶ 領収証等の写し 

⑷ 写真等参考となる資料 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第７条関係） 

 

三次市高校生地域活動支援事業実績書 

 

事業の名称  

事業の実施地域  

事業主体となる団体

の名称及び代表者氏

名・役職・連絡先・担

当者氏名 

 

電話番号：（  ） －   担当者： 

事務局の所在地（活動

の拠点となる施設） 

 

事業内容 

 

事業成果 

 

そ の 他 

 

注 領収証，事業の写真等の参考となる資料を添付すること。 

 



様式第７号（第７条関係） 

 

三次市高校生地域活動支援事業収支決算書 

 

１ 収 入                        （単位：円） 

区 分 予 算 額 決 算 額 増 減 額 

三次市補助金    

    

    

合 計    

 

２ 支 出                        （単位：円） 

区 分 予算額 

 

決算額 

 
補助金等 
充当額 

増 減 額  
補助対象 
経費 

補助対象 
経費 

       

       

       

       

       

       

       

       

合 計       

 

 

 

 

 



様式第８号（第８条関係） 

第     号  

   年  月  日  

 

      様 

三次市教育委員会教育長  印  

 

三次市高校生地域活動支援事業補助金交付確定通知書 

 

     年  月  日付け三次教文指令第  号により決定した

  年度三次市高校生地域活動支援事業補助金の交付について，次のとおり確

定したので通知します。 

 

 

１ 交付決定額        円 

 

２ 交付確定額        円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第９条関係） 

 

   三次市高校生地域活動支援事業補助金交付請求書 

（概算払・前金払） 

 

  年  月  日 

 

三次市教育委員会教育長 様 

 

住       所  

団 体 の 名 称  

（役職）代表者名                        印 

 

  年  月  日付け三次教文指令第   号で交付決定のあった， 

年度三次市高校生地域活動支援事業補助金として，次のとおり請求します。 

 

１ 請求金額    金                    円 

 

２ 振 込 先 

口座名義カナ  

口 座 名 義  

金融機関名  

口 座 種 別  

口 座 番 号  

 

 


